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一

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
投
資
信
託
約
款
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
の
記
載
事
項
）

（
投
資
信
託
約
款
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
の
記
載
事
項
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
再
生

二

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
令
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
再
生
可
能

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
令
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

イ

設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令

調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令

第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区
分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

第
四
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区
分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
別
、
地
域
別
及
び
賃
貸
の
用
又
は
そ
れ
以
外
の
用
の
別
に
区
分
し

。
）
の
別
、
地
域
別
及
び
賃
貸
の
用
又
は
そ
れ
以
外
の
用
の
別
に
区
分
し

た
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
各
再
生
可
能
エ
ネ

た
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
各
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
所
在
地
、
構
造
、
所
有
権
又
は
そ
れ
以
外
の

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
所
在
地
、
構
造
、
所
有
権
又
は
そ
れ
以
外
の

権
利
の
別
及
び
価
格
（
投
資
信
託
約
款
に
定
め
る
評
価
方
法
及
び
基
準
に

権
利
の
別
及
び
価
格
（
投
資
信
託
約
款
に
定
め
る
評
価
方
法
及
び
基
準
に

よ
り
評
価
し
た
価
格
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
て
公
正
と
認
め
ら
れ
る
価
格
を

よ
り
評
価
し
た
価
格
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
て
公
正
と
認
め
ら
れ
る
価
格
を

い
う
。
ロ
及
び
ト
並
び
に
次
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
う
。
ロ
及
び
ト
並
び
に
次
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）



－ 2 －

ニ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

ニ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

⑴

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

⑴

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
発
電
設
備
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
五
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

定
発
電
設
備
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契

に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契

約
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
を
い
う
。
以
下
ニ
、
第
二
十
二
条
第

約
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
を
い
う
。
以
下
ニ
、

三
項
第
八
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
五
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内

第
二
十
二
条
第
三
項
第
八
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ
に
お
い
て

容
（
認
定
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を

同
じ
。
）
の
内
容
（
特
定
供
給
者
（
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
五
号
ニ
及
び
ヘ
に
お
い

特
定
供
給
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ

て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
認
定
事
業
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電

及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
特
定
供
給
者
と
特
定
契
約

気
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。

を
締
結
し
た
電
気
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事

以
下
ニ
及
び
同
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調
達
価
格
（
同
法

業
者
を
い
う
。
以
下
ニ
及
び
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
同
号
ニ
に
お
い
て
同

。
）
の
名
称
、
調
達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
達
価

じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定
す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
同
号
ニ

格
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
調
達
期

に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を

間
（
同
項
に
規
定
す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ

い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他

に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ

い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他

す
事
項

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ

す
事
項

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
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⑵
、
第
二
十
二
条
第
三
項
第
八
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
五
号
ニ
に
お

⑵
、
第
二
十
二
条
第
三
項
第
八
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
三
号
ニ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て

い
て
同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
⑵
及
び
同
号
ニ
に
お
い
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
⑵
及
び
第
百
三
十
五
条
第

同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す
る
者
（
認
定
事
業
者
に
該
当
す
る
者
を

三
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す
る
者
（
特
定
供
給
者

除
く
。
以
下
⑵
及
び
ヘ
並
び
に
同
号
ニ
⑵
及
び
ヘ
に
お
い
て
「
供
給
者

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
⑵
及
び
ヘ
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
三

」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た

号
ニ
⑵
及
び
ヘ
に
お
い
て
「
供
給
者
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
当
該
供

電
気
事
業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再

給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者
の
名
称
、
当
該
電
力

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約

受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ

期
間
そ
の
他
当
該
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）

ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
そ
の
他
当
該
電
力
受
給
契
約

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
投
資
再
生

に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価

格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

ヘ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

況
、
収
益
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従
事
す

況
、
収
益
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従
事
す

る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績
そ
の

る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績
そ
の

他
認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
。

他
特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
。

第
百
三
十
五
条
第
五
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
百
三
十
五
条
第
三
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

三

投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
（
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
公
共
施
設
等
運
営

三

投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
（
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
公
共
施
設
等
運
営

権
（
令
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
い
う
。
以
下

権
（
令
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
い
う
。
以
下
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同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ

同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項

る
事
項

イ

公
共
施
設
等
（
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の

イ

公
共
施
設
等
（
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
の
別
及
び
地

に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
の
別
及
び
地

域
別
に
区
分
し
た
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
に
つ
い

域
別
に
区
分
し
た
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
に
つ
い

て
、
各
公
共
施
設
等
の
名
称
、
立
地
、
運
営
等
（
運
営
及
び
維
持
管
理
並

て
、
各
公
共
施
設
等
の
名
称
、
立
地
、
運
営
等
（
運
営
及
び
維
持
管
理
並

び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い
い
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い
い
、
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
及
び
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
同
条

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
及
び
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条

第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条

第
六
号
イ
及
び
第
二
百
四
十
六
条
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
並

第
四
号
イ
及
び
第
二
百
四
十
六
条
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
並

び
に
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
の
存
続
期
間
及
び
価
格

び
に
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
の
存
続
期
間
及
び
価
格

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

公
共
施
設
等
運
営
権
の
状
況
（
公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
係
る
委
託
契

ニ

公
共
施
設
等
運
営
権
の
状
況
（
公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
係
る
委
託
契

約
の
内
容
（
契
約
の
相
手
方
、
契
約
期
間
、
年
間
委
託
費
そ
の
他
当
該
契

約
の
内
容
（
契
約
の
相
手
方
、
契
約
期
間
、
年
間
委
託
費
そ
の
他
当
該
契

約
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
六
号
ニ
に
お

約
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
第
百
三
十
五
条
第
四
号
ニ
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
年
間
運
営
事
業
収
入
の
実
績
、
公
共
施
設
等
の
現
況
そ

い
て
同
じ
。
）
、
年
間
運
営
事
業
収
入
の
実
績
、
公
共
施
設
等
の
現
況
そ

の
他
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
を

の
他
投
資
公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
を

い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
に
関
す
る
事
項
（

ヘ

公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
に
関
す
る
事
項
（

事
業
の
内
容
、
財
務
の
状
況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
公
共
施
設
等
の
運
営

事
業
の
内
容
、
財
務
の
状
況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
公
共
施
設
等
の
運
営

等
に
従
事
す
る
人
員
の
状
況
、
公
共
施
設
等
の
運
営
等
の
実
績
そ
の
他
当

等
に
従
事
す
る
人
員
の
状
況
、
公
共
施
設
等
の
運
営
等
の
実
績
そ
の
他
当
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該
契
約
の
相
手
方
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
。
第
百
三
十

該
契
約
の
相
手
方
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
。
第
百
三
十

五
条
第
六
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
条
第
四
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
）

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
百
三
十
五
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
百
三
十
五
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

投
資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
以
下
こ

五

投
資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
に

の
号
に
お
い
て
「
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

ニ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

⑴

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す

⑴

投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す

る
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
の
内
容

る
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
の
内
容

（
認
定
事
業
者
の
名
称
、
当
該
認
定
事
業
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た

（
特
定
供
給
者
の
名
称
、
当
該
特
定
供
給
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た

電
気
事
業
者
の
名
称
、
調
達
価
格
、
調
達
期
間
そ
の
他
当
該
特
定
契
約

電
気
事
業
者
の
名
称
、
調
達
価
格
、
調
達
期
間
そ
の
他
当
該
特
定
契
約

に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価

備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
投
資
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価

格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項

ヘ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
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第
三
号

銘
柄

銘
柄
（
取
引
の
対
象
が
不
動
産
等
（
不
動
産
、
不
動
産

第
三
号

銘
柄

銘
柄
（
取
引
の
対
象
が
不
動
産
等
（
不
動
産
、
不
動
産

の
賃
借
権
又
は
地
上
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

の
賃
借
権
又
は
地
上
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
所
在
、
地
番
そ

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
所
在
、
地
番
そ

の
他
の
当
該
不
動
産
等
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事

の
他
の
当
該
不
動
産
等
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項
、
取
引
の
対
象
が
海
外
不
動
産
保
有
法
人
（
投
資
信

項
、
取
引
の
対
象
が
海
外
不
動
産
保
有
法
人
（
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
五
条

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
五
条

第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
海
外
不
動
産
保
有
法
人
を
い
う

第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
海
外
不
動
産
保
有
法
人
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又

は
出
資
（
当
該
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
当
該
海
外
不

は
出
資
（
当
該
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
当
該
海
外
不

動
産
保
有
法
人
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除

動
産
保
有
法
人
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除

く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
に
同
令
第
二
百
二
十
一
条
に

く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
に
同
令
第
二
百
二
十
一
条
に

規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
又
は
額
を
超
え
て
有
す

規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
又
は
額
を
超
え
て
有
す

る
当
該
発
行
済
株
式
又
は
出
資
に
限
る
。
）
で
あ
る
場

る
当
該
発
行
済
株
式
又
は
出
資
に
限
る
。
）
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
銘
柄
、
当
該
海
外
不
動
産
保
有
法
人
の

合
に
あ
っ
て
は
銘
柄
、
当
該
海
外
不
動
産
保
有
法
人
の

有
す
る
不
動
産
の
所
在
、
地
番
そ
の
他
の
当
該
不
動
産

有
す
る
不
動
産
の
所
在
、
地
番
そ
の
他
の
当
該
不
動
産

を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
取
引
の
対
象
が
再

を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
取
引
の
対
象
が
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
投
資
信
託
及
び
投
資

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四

法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四

百
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
投
信
法
施
行
令

百
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
投
信
法
施
行
令

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
再
生
可

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
再
生
可

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
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及
び
地
番
、
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再

及
び
地
番
、
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十

法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十

六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区
分
等
を
い
う
。

六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区
分
等
を
い
う
。

）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
特

）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
特

定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
取
引
の
対
象
が
公
共
施

定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
取
引
の
対
象
が
公
共
施

設
等
運
営
権
（
投
信
法
施
行
令
第
三
条
第
十
二
号
に
規

設
等
運
営
権
（
投
信
法
施
行
令
第
三
条
第
十
二
号
に
規

定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
公
共

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
公
共

施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
（
民
間
資
金
等
の

施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
（
民
間
資
金
等
の

活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る

活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
、
地
番
、
運
営
等
（
運
営
及

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
、
地
番
、
運
営
等
（
運
営
及

び
維
持
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い
い
、

び
維
持
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い
い
、

国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
）
の
内
容

国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
）
の
内
容

、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す

、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
該

る
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
当
該

公
共
施
設
等
運
営
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

公
共
施
設
等
運
営
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

、
取
引
の
対
象
が
有
価
証
券
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

、
取
引
の
対
象
が
有
価
証
券
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

係
る
権
利
、
不
動
産
等
、
商
品
投
資
等
取
引
（
投
信
法

係
る
権
利
、
不
動
産
等
、
商
品
投
資
等
取
引
（
投
信
法

施
行
令
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
商
品
投
資
等
取
引

施
行
令
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
商
品
投
資
等
取
引

を
い
う
。
）
に
係
る
権
利
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

を
い
う
。
）
に
係
る
権
利
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
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電
設
備
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
以
外
の
資
産
で
あ
る

電
設
備
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
以
外
の
資
産
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
資
産
の
種
類
及
び
内
容
）

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
資
産
の
種
類
及
び
内
容
）

第
四
号

イ
か
ら

イ
か
ら
チ
ま
で

第
四
号

イ
か
ら

イ
か
ら
ト
ま
で

ホ
ま
で

ニ
ま
で

ホ

法

ホ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（

ニ

法

ニ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（

第
二

こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

第
二

こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

条
第

含
む
。
）
及
び
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る

条
第

含
む
。
）
及
び
同
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る

二
十

取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条

二
十

取
引

当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
事
由
（
同
条

一
項

第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲

一
項

第
二
十
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲

第
五

げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

第
五

げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
を
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

号
に

合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

号
に

合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又

掲
げ

は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

掲
げ

は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

る
取

ヘ

当
事
者
が
商
品
（
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
一

る
取

ホ

当
事
者
が
商
品
（
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
一

引
（

項
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

引
（

項
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

こ
れ

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
商
品
指
数
（
同
条
第
二
項
に

こ
れ

て
同
じ
。
）
、
商
品
指
数
又
は
金
融
指
標
（
同
条
第

に
類

規
定
す
る
商
品
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

に
類

二
項
に
規
定
す
る
商
品
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

似
す

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
価
格

似
す

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す

る
外

若
し
く
は
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現

る
外

る
価
格
又
は
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る

国
市

実
の
当
該
商
品
の
価
格
若
し
く
は
当
該
商
品
指
数
の

国
市

現
実
の
当
該
商
品
の
価
格
又
は
当
該
商
品
指
数
の
数

場
デ

数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を

場
デ

値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約

リ
バ

約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

現
実
の

リ
バ

す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

現
実
の
商



－ 10 －

テ
ィ

商
品
の
価
格
又
は
商
品
指
数
の
数
値
が
、
約
定
価
格

テ
ィ

品
の
価
格
、
商
品
指
数
又
は
金
融
指
標
の
数
値
が
、

ブ
取

（
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
約
定
価
格
を
い

ブ
取

約
定
価
格
（
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
約
定

引
を

う
。
）
又
は
約
定
数
値
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

引
を

価
格
を
い
う
。
）
又
は
約
定
数
値
（
同
項
第
三
号
に

含
む

約
定
数
値
を
い
う
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を

含
む

規
定
す
る
約
定
数
値
を
い
う
。
）
を
上
回
っ
た
場
合

。
）

支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受

。
）

に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
又
は

及
び

領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

及
び

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

同
条

ト

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令

同
条

ヘ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
二

第
三
条
第
十
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
イ

第
二

第
三
条
第
十
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
イ

十
二

及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
商
品
先
物
取

十
二

及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
商
品
先
物
取

項
第

引
法
第
二
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び

項
第

引
法
第
二
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び

六
号

第
十
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の

六
号

同
条
第
十
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る

に
掲

に
限
る
。
）

相
手
方
と
取
り
決
め
た
商
品
の
価
格

に
掲

も
の
に
限
る
。
）

相
手
方
と
取
り
決
め
た
商
品
の

げ
る

、
商
品
指
数
又
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た
期
間
に
上

げ
る

価
格
、
商
品
指
数
又
は
金
融
指
標
が
約
定
し
た
期
間

取
引

昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な

取
引

に
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者

当

る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

当

と
な
る
も
の
又
は
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者

事
者

る
も
の

事
者

と
な
る
も
の

が
あ

チ

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に

が
あ

ト

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に

ら
か

お
い
て
商
品
の
売
買
取
引
若
し
く
は
へ
若
し
く
は
ト

ら
か

お
い
て
商
品
の
売
買
取
引
又
は
ホ
若
し
く
は
ヘ
に
掲

じ
め

に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

じ
め

げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
（
以

定
め

（
以
下
チ
に
お
い
て
「
商
品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と

定
め

下
こ
の
ト
に
お
い
て
「
商
品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
」
と

た
事

い
う
。
）
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、

た
事

い
う
。
）
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、

由
（

当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ

由
（

当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ

同
条

と
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

商

同
条

と
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引

商
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第
二

品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と

第
二

品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
立
場
の
当
事
者
と

十
一

な
る
も
の
又
は
商
品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る

十
一

な
る
も
の
又
は
商
品
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る

項
第

立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

項
第

立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

五
号

五
号

及
び

及
び

第
二

第
二

十
二

十
二

項
第

項
第

六
号

六
号

に
掲

に
掲

げ
る

げ
る

い
ず

い
ず

れ
か

れ
か

の
事

の
事

由
を

由
を

い
う

い
う

。
）

。
）

が
発

が
発

生
し

生
し

た
場

た
場

合
に

合
に

金
銭

金
銭

を
支

を
支



－ 12 －

払
う

払
う

立
場

立
場

の
当

の
当

事
者

事
者

と
な

と
な

る
も

る
も

の
又

の
又

は
金

は
金

銭
を

銭
を

受
領

受
領

す
る

す
る

立
場

立
場

の
当

の
当

事
者

事
者

と
な

と
な

る
も

る
も

の

の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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二

投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

（
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

第
五
十
八
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ

第
五
十
八
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

十
六

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ

イ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
、
当
該
再
生
可

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
、
当
該
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区

二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区

分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

設
備
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

ハ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
十
五
号

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
十
五
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

⑴

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

⑴

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
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定
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能

定
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
契

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規

約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
認
定
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す

定
す
る
特
定
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
特
定
供
給
者
（

る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
認
定
事
業
者

同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
供
給
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

）
の
名
称
、
当
該
特
定
供
給
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者

す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に

達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
以
下

お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調
達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定

同
じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定
す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
以
下

す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定

同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）

す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能

す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生

同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す

る
者
（
認
定
事
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
供
給
者
」
と
い

る
者
（
特
定
供
給
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
供
給
者
」
と
い

う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事

う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事

業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能

業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
そ

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
そ

の
他
当
該
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生

の
他
当
該
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
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可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ニ

認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

ニ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従

況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従

事
す
る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績

事
す
る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績

そ
の
他
認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事

そ
の
他
特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事

項
。
次
条
第
一
項
第
十
五
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
。
次
条
第
一
項
第
十
五
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

す
る
事
項

す
る
事
項

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

十
七
～
二
十
九

（
略
）

十
七
～
二
十
九

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
運
用
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
記
載
し
た
書
面
の

（
運
用
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
記
載
し
た
書
面
の

表
示
事
項
等
）

表
示
事
項
等
）

第
五
十
八
条
の
二

法
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
五
十
八
条
の
二

法
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

十
五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項

ニ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
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ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

す
る
事
項

す
る
事
項

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

十
六
～
二
十
五

（
略
）

十
六
～
二
十
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）



改正案 現行 

別紙様式第１号（第57条関係） 

附  属  明  細  表 

第１～第６ （略） 

第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表 

 ⑴ （略） 

⑵ 再生可能エネルギー発電設備等の明細表 

設備の区

分等

No. 名
称

所
在
地

地
域
地
区

敷
地
面
積

構
造

認
定
日

認
定
事
業
者
等
の
名
称

特
定
契
約
の
相
手
方
等
の
名
称

調
達
価
格
等

調
達
期
間
等

取
得
年
月
日

取
得
価
額

当
期
末
帳
簿
価
額

担
保
の
状
況

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（表示上の注意）

１ （略）

２ 「名称」欄には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法第９条第３項の規定による経済産業大臣の認定を受けた際の申請書類に記載

した設備の名称等当該再生可能エネルギー発電設備を適切に表す名称を表示するこ

と。

３～５ （略）

６ 「認定日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する

場合に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第９

条第３項の規定による経済産業大臣の認定を受けた日（同法第10条第１項の規定に

別紙様式第１号（第57条関係） 

附  属  明  細  表 

第１～第６ （略） 

第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表 

 ⑴ （略） 

⑵ 再生可能エネルギー発電設備等の明細表 

設備の区

分等

No. 名
称

所
在
地

地
域
地
区

敷
地
面
積

構
造

認
定
日

特
定
供
給
者
等
の
名
称

特
定
契
約
の
相
手
方
等
の
名
称

調
達
価
格
等

調
達
期
間
等

取
得
年
月
日

取
得
価
額

当
期
末
帳
簿
価
額

担
保
の
状
況

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（表示上の注意）

１ （略）

２ 「名称」欄には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法第６条第１項の規定による経済産業大臣の認定を受けた際の申請書類に記載

した設備の名称等当該再生可能エネルギー発電設備を適切に表す名称を表示するこ

と。

３～５ （略）

６ 「認定日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する

場合に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６

条第１項の規定による経済産業大臣の認定を受けた日（同条第４項の規定による変



改正案 現行 

よる変更の認定があったときは、その認定日及びその変更の内容並びに同条第２項

又は第３項の規定による変更の届出を行ったときは、当該届出の受理日及びその変

更の内容を含む。）を記載すること。

７ 「認定事業者等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設

備に該当する場合にあっては認定事業者に該当する者の名称、それ以外の場合にあ

っては供給者に該当する者の名称を表示すること。

８～14 （略） 

 ⑶ （略）

第８～第10 （略） 

更の認定があったときは、その認定日及びその変更の内容並びに同条第５項の規定

による変更の届出を行ったときは、当該届出の受理日及びその変更の内容を含む。

 ）を記載すること。

７ 「特定供給者等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設

備に該当する場合にあっては特定供給者に該当する者の名称、それ以外の場合にあ

っては供給者に該当する者の名称を表示すること。

８～14 （略） 

 ⑶ （略）

第８～第10 （略） 



改正案 現行 

別紙様式第２号（第58条第１項第26号関係） 

（以下略） 

別紙様式第２号（第58条第１項第22号関係） 

（以下略） 
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三

投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
四
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
）

（
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
）

第
七
十
三
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
「
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
」
と

第
七
十
三
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
「
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
当
該
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
当
該
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

十
五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ

イ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
、
当
該
再
生
可

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
、
当
該
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区

二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区

分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

設
備
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

ハ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
）

⑴

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

⑴

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認



－ 2 －

定
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能

定
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
契

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規

約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
認
定
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す

定
す
る
特
定
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
特
定
供
給
者
（

る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
認
定
事
業
者

同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
供
給
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

）
の
名
称
、
当
該
特
定
供
給
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者

す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に

達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
以
下

お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調
達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定

同
じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定
す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
以
下

す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定

同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）

す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能

す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

⑵

⑴
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

に
係
る
電
力
受
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生

同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す

る
者
（
認
定
事
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
供
給
者
」
と
い

る
者
（
特
定
供
給
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
供
給
者
」
と
い

う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事

う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
受
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事

業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能

業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
受
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
そ

エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
そ

の
他
当
該
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生

の
他
当
該
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
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可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ニ

認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

ニ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従

況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従

事
す
る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績

事
す
る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績

そ
の
他
認
定
事
業
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事

そ
の
他
特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事

項
）

項
）

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

す
る
事
項

す
る
事
項

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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別紙様式（第 80 条第 1項関係）

附  属  明  細  書 

第１～第６ （略） 

第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表 

 ⑴ （略） 

⑵  再生可能エネルギー発電設備等の明細表 

設備の区分

等

No. 名
称

所
在
地

地
域
地
区

敷
地
面
積

構
造

認
定
日

認
定
事
業
者
等
の
名
称

特
定
契
約
の
相
手
方
等
の
名
称

調
達
価
格
等

調
達
期
間
等

取
得
年
月
日

取
得
価
額

当
期
末
帳
簿
価
額

担
保
の
状
況

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（表示上の注意）

１ （略）

２ 「名称」欄には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第９条第３項

の規定による経済産業大臣の認定を受けた際の申請書類に記載した設備の名称等当該再生可能エネルギ

ー発電設備を適切に表す名称を表示すること。

３～５ （略）

６ 「認定日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合に、電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第９条第３項の規定による経済産業大臣の認

定を受けた日（同法第 10 条第１項の規定による変更の認定があったときは、その認定日及びその変更の

別紙様式（第 80 条第 1項関係） 

附  属  明  細  書 

第１～第６ （略） 

第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表 

 ⑴ （略） 

⑵ 再生可能エネルギー発電設備等の明細表 

設備の区分

等

No. 名
称

所
在
地

地
域
地
区

敷
地
面
積

構
造

認
定
日

特
定
供
給
者
等
の
名
称

特
定
契
約
の
相
手
方
等
の
名
称

調
達
価
格
等

調
達
期
間
等

取
得
年
月
日

取
得
価
額

当
期
末
帳
簿
価
額

担
保
の
状
況

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合   計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（表示上の注意）

１ （略）

２ 「名称」欄には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条第１項

の規定による経済産業大臣の認定を受けた際の申請書類に記載した設備の名称等当該再生可能エネルギ

ー発電設備を適切に表す名称を表示すること。

３～５ （略）

６ 「認定日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合に、電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条第１項の規定による経済産業大臣の認

定を受けた日（同条第４項の規定による変更の認定があったときは、その認定日及びその変更の内容並
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内容並びに同条第２項又は第３項の規定による変更の届出を行ったときは、当該届出の受理日及びその

変更の内容を含む。）を記載すること。

７ 「認定事業者等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合に

あっては認定事業者に該当する者の名称、それ以外の場合にあっては供給者に該当する者の名称を表示

すること。

８～14 （略）
 ⑶ （略） 

第８～第14 （略） 

びに同条第５項の規定による変更の届出を行ったときは、当該届出の受理日及びその変更の内容を含

む。）を記載すること。

７ 「特定供給者等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合に

あっては特定供給者に該当する者の名称、それ以外の場合にあっては供給者に該当する者の名称を表示

すること。

８～14 （略）
 ⑶ （略） 

第８～第14 （略） 


